「アーティストバンクはんだ」登録募集要項

１．目的
　　　本アーティストバンクは、半田市内の音楽文化の振興を図るとともに、地
　　元で活動するアーティストの活躍の場を広げることを目的としています。
登録アーティストには、依頼に応じて学校・福祉施設・地域イベントなどで
の演奏や出演を行っていただきます。

２．登録対象者
　　以下のいずれかに該当する個人または団体
　・知多５市５町在住、在勤の個人または団体
　　・知多５市５町を主な活動拠点としている個人または団体
※いずれも音楽分野に限ります。
　　※団体の場合は、代表者が上記要件に該当している必要があります。

３．活動内容
　　登録者には、団体、企業、官公庁のイベント、福祉施設や病院等への訪問演
奏、宴会や結婚式、表彰式等の式典などでの演奏をお願いします。
　　※演奏場所は半田市内に限ります。
　　※実際に依頼を受けるか否かは、登録者の方に判断いただきます。
　　　（内容等によってお断りいただくことも可能です。）

４．謝礼（演奏料）について
　　原則として依頼者と登録アーティストとの間で直接協議（上限額：30,000円
※交通費含む）していただきます。

５．登録方法
　　別紙「登録申請書」に必要事項を記入の上、半田市生涯学習課（以下「事務
局」といいます）へ直接ご提出ください。
→提出後、事務局より書類審査の結果をメールにて通知いたします。
　審査は、別紙「登録審査基準」を実施します。
　　※土・日・祝日、第３月・火曜日（祝日の場合は翌日）は受付できません。
　
６．登録期間
　　申請書を提出した年度の末日（３月３１日）まで
　　※登録内容に変更があった場合は速やかにご連絡ください。
　　※毎年１月頃に、当該時点で登録のある団体に対し、更新の意思や登録内容
に関する変更の有無を照会する文書をお送りします。

７．注意事項
　　・登録された内容は、依頼者へ提供するほか、必要に応じてホームページ等
　　　で公開する場合があります。
　　・活動内容の報告や広報への協力をお願いすることがあります。
　　・事務局の判断により、登録をお断りまたは抹消する場合があります。

８．派遣の流れ
①事務局にて依頼を受付
②該当するアーティストへ出演可否を確認
　③出演可否を事務局から依頼元へ伝達
〈出演可能な場合〉
④依頼元にアーティストの連絡先（代表者）を伝達
　⑤謝礼（出演料）などの取り決めや詳細等を依頼元とアーティストの間で
　　直接調整

９．お問合せ（事務局）
　　半田市教育委員会 生涯学習課 生涯学習担当
　　〒４７５－０９１８
　　　半田市雁宿町一丁目２２番地の１（瀧上工業雁宿ホール内）
　TEL:０５６９－２３－７３４１

